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■政府、都の行動計画を踏まえた抜本改定
・新型インフル以外の幅広い感染症に対応
・発生段階の見直し（準備期・初動期・対応期）
・対策項目の拡充（５項目→７項目）

■新型コロナ対策の知見・経験の反映
・多摩市医師会等関係機関との調整
・有事の際の庁内実施体制の整備
・南多摩保健所、保健所管内の自治体との連携
・物品、会場確保等ワクチン接種体制の構築
・市民への情報共有、リスクコミュニケーション
・保健師の人財育成等、平時の取組の充実
・新型コロナ対応での具体例をコラム記事で掲載

改定のポイント

■新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項

■次に掲げる措置に関する事項
✓事業者及び住民に対する新型インフルエンザ等に関する適切な情報提供
✓住民に対する予防接種の実施その他新型インフルエンザ等のまん延防止に関
する措置

✓生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関する措置

■新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項

■他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項

計画に定めるべき事項について

新型コロナウィルス感染症は急速に感染が拡大し、影響が増大しかつ長期化したため、想定を上回る事態となり現行計画では十分に対応
できなかった。特に、「南多摩保健所との情報共有、感染症対応の一体的実施体制の構築」、「関係機関との情報共有及び協力体制の構
築」「多摩市役所全庁的な連携体制の構築」「ワクチン接種体制の構築」「市民への情報提供」について課題があった。

現行計画の課題

多摩市健康推進課作成

■発生段階の見直し

計画改定に伴う各項目の変更点

現行

未発生期

海外発生期

国内発生早期

都内発生早期

都内感染期

小康期

改定後

準備期

初動期

対応期

現行

実施体制

情報提供・共有

感染拡大防止

予防接種

ー

ー

市民生活及び経済活動の安定の確保

■対策項目の拡充

改定後

実施体制

情報提供・共有、リスクコミュニケーション

まん延防止

ワクチン

保健

物資

市民生活及び地域経済活動の安定の確保
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・多摩市新型インフルエンザ等行動計画（以下「行動計画」という。）は、政府行動計画やガイドライン、東京都行動計画等が新たに策定
されたことを踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措法」という。）第８条の規定に基づき、
新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、 市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小と
なるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すものとして、平成26（2014）年10月に策定

・今般の行動計画の改定は、令和６（2024）年７月に政府行動計画、令和７（2025）年５月に都行動計画が抜本改定となったことや、特
措法をはじめとする法改正等に的確に対応するとともに、新型コロナとの闘いで積み重ねた知見や経験を踏まえ、新型インフルエンザや
新型コロナウイルス感染症等以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指すものである

・本行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、有事には、感染症の特徴や科学的知見を踏まえ、迅速かつ
着実に必要な対策を実施

１．計画の基本的な考え方

・市における新型インフルエンザ等への対
策の実施に関する基本的な方針や市が実
施する対策を示す

・国、都、多摩市、医療機関、市民等の役
割を示し、新型インフルエンザ等の対策
が緊密に連携して推進されるようにする

・新型コロナ対応で積み重ねた知見・経験
を関係機関や市民等とも共有し、今後発
生し得る未知なる感染症の危機に備える

２．計画に定める新型インフルエンザ等
対策の目的

・以下２点を主たる目的として対策を実施
1 感染拡大の抑制、市民の生命及び健康
の保護

2 市民生活及び地域経済に及ぼす影響の
最小化

３．対策を講ずる上でのポイント

・以下８点を対策実施上の留意点とする
1 人材育成等を含む平時の備えの充実
2 感染拡大防止と社会経済活動のバラン
スを踏まえた対策の切り替え

3 基本的人権の尊重
4 状況に応じた危機管理
5 政府・都・多摩市対策本部の連携協力
6 社会福祉施設等の医療提供体制等
7 感染症危機下の災害対応
8 対策の実施に係る記録の作成や保存

４．各機関の役割分担

国：新型インフルエンザ等対策を実施する他、地
方公共団体等が実施する対策を支援し、国全
体としての態勢を整備

都：地域における医療提供体制の整備や確保、感
染症発生時のまん延防止に関する対応を実施

多摩市：住民に対するワクチン接種や自宅療養者
の生活支援、高齢者や障害者等の要配慮
者への支援を実施

医療機関：病床確保、発熱外来、自宅療養者への
医療提供、医療人材の派遣等

市民：基本的な感染症対策や生活必需品等の備蓄
等の感染拡大を抑えるための個人レベルで
の対策を実施。

５．発生段階の考え方

・状況の変化に応じた意思決定を迅速に行
うことができるよう、あらかじめ発生の
段階を設け、各段階において想定される
状況に応じた対応方針を定める

・発生段階は、政府行動計画と同様に、以
下の３期に分けた構成とする
1 準備期 2 初動期 3 対応期

６．対策項目

・以下７項目を計画の主な対策項目とする
1 実施体制
2 情報提供・共有、リスクコミュニケー
ション

3 まんえん防止
4 ワクチン
5 保健
6 物資
7 市民生活及び地域経済活動の安定の確保
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②情報提供・共有、
リスクコミュニケーション

行動計画の主な対策項目（7項目）の概要

①実施体制 ④ワクチン

⑤保健 ⑥物資
⑦市民生活及び地域経済活動の
安定の確保

③まん延防止

・医療従事者や市民・事業者の
協力の下、国や都、南多摩保
健所、近隣自治体等の多様な
主体が相互に連携することに
より、実効的な対策を講ずる
体制を確保

・平時における人材確保・育成
や実践的な訓練による対応力
強化、有事には多摩市対策本
部を中心に的確な政策判断・
実行

・有事において地域の実情に応
じた効果的な対策を実施して、
市民の生命と健康を保護

・平時から、業務負荷の急増に
備え、有事に優先的に取り組
む業務の整理、ICTの活用等
による業務効率化・省力化を
行う

・南多摩保健所との情報共有及
び南多摩保健所及び管内各市
との連携による地域の状況に
応じた的確な対応の実施

・感染症危機においては、情報
の錯綜、偏見・差別等の発生、
偽・誤情報の流布のおそれがあ
るため、科学的根拠等に基づい
た正確な情報を迅速に提供

・感染症対策を効果的に行うため、
可能な限り双方向のコミュニ
ケーションを行い、市民等が適
切に判断・行動できるようにす
る

・平時から、感染症等に関する普
及啓発、リスクコミュニケー
ション体制の整備、情報提供・
共有の方法を整理

・新型インフルエンザ等の感染
拡大を可能な限り抑制し、健
康被害を最小限にとどめると
ともに、市民生活及び地域経
済への影響を最小化する

・医療ひっ迫を回避するために
多摩市新型インフルエンザ等
対策本部の設置を含む必要な
措置を適時適切に実施

・ワクチン、治療薬等の状況変
化に応じて対策の縮小・中止
を機動的に実施

・医療機関や事業者、関係団体
等とともに、平時から接種の
具体的な体制や実施方法につ
いて準備する

・ワクチンの供給量や医療従事
者等の体制を踏まえ、関係者
間の調整を行い、対象者への
接種が速やかに進むよう取り
組む

・接種に当たっては、事前の計
画を踏まえつつ、新型インフ
ルエンザ等に関する新たな知
見を踏まえた柔軟な運用を行
う

・医薬品、医療機器、個人防護
具等の感染症対策物資等の不
足により、医療、検査等の実
施が滞り、市民の生命及び健
康への影響が生じることを防
ぐ

・平時の備蓄や有事の需給状況
の把握等により、医療機関を
始めとした必要な機関に感染
症対策物資等が十分に行き渡
る仕組みを形成

・感染症危機時には、市民生活
及び地域経済活動に大きな影
響が及ぶ可能性があるため、
平時から事業者や市民等に必
要な準備を行うことを勧奨

・感染症発生時には、影響を緩
和させるために必要な対策・
支援を行う必要があるため、
平時から事業継続等のために
必要な準備を行う



多摩市新型インフルエンザ等対策行動計画 概要③

4

新型インフルエンザ等に対応する市の実施体制

多摩市対策本部の構成

副本部長（副市長･教育長）
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総務部長･企画政策部長･行政サービス・アセット担当部長・健幸まちづくり担当部
長・協創推進室長・市民経済部長･くらしと文化部長･子ども青少年部長･健康福祉部
長･保健医療政策担当部長・都市整備部長･環境部長･下水道部長・教育部長･教育部
参事･議会事務局長･監査委員事務局長･多摩市消防団長･多摩消防署長又はその指名
する消防吏員･総務部防災安全課長･その他本部長が必要と認める者

本部員

本部長（市長）

特措法に基づき、政府の新型インフルエ
ンザ等緊急事態宣言が行われる

↓
多摩市新型インフルエンザ等対策本部条
例（平成25年多摩市条例第31号）及び多
摩市新型インフルエンザ等対策本部条例
施行規則（平成25年多摩市規則第53号）
に基づき、直ちに多摩市対策本部を設置

・多摩市対策本部は、東京都対策本部と
相互に緊密な連携を図り、新型インフ
ルエンザ等への対策を総合的に推進す
る。

・対策を実行する際には、必要に応じて
医療関係者等の専門家の意見を聴取す
る。

・多摩市対策本部長は、新型インフルエ
ンザ等緊急事態措置に関し必要がある
と認めるときは、東京都対策本部長に
対して必要な要請をする。

・緊急事態宣言が行われない場合であっ
ても、国内で新型インフルエンザ等の
患者の発生が確認された場合等は、必
要に応じて特措法に基づかない任意の対策
本部を設置し、情報の共有をするとともに、
国の基本的対処方針に基づき、新型インフ
ルエンザ等への対策を推進する。

多摩市対策本部の設置

多摩市対策本部の概要
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